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卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
）

（
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定

２

卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

卸
売
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
物
品
の
積
卸
し
、
荷
さ
ば
き
、
保
管
等

三

卸
売
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
物
品
の
積
卸
し
、
荷
さ
ば
き
、
保
管
等

の
合
理
化
並
び
に
物
品
の
品
質
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

３

前
項
第
一
号
の
目
標
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
生
鮮
食
料
品
等
の
流
通

の
広
域
化
及
び
情
報
化
の
進
展
状
況
を
考
慮
し
た
卸
売
市
場
の
再
編
に
つ
い

て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

３

（
略
）

５

（
略
）

４

（
略
）

６

（
略
）

５

（
略
）

（
中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
）

（
中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も

２

中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も

の
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
即
す
る
も
の
で
な
け

の
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
即
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

生
鮮
食
料
品
等
の
流
通
及
び
消
費
上
特
に
重
要
な
都
市
で
中
央
卸
売
市

一

生
鮮
食
料
品
等
の
流
通
及
び
消
費
上
特
に
重
要
な
都
市
で
中
央
卸
売
市

場
を
開
設
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
名
称

場
を
開
設
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
名
称
及
び
そ
の
取
扱
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品
目
の
適
正
化
又
は
そ
の
施
設
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
中
央
卸
売
市
場
の
名
称

二

そ
の
取
扱
品
目
の
適
正
化
若
し
く
は
そ
の
施
設
の
改
善
を
図
る
こ
と
又

は
そ
の
運
営
の
広
域
化
若
し
く
は
地
方
卸
売
市
場
へ
の
転
換
を
推
進
す
る

こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
央
卸
売
市
場
の
名
称

三

（
略
）

二

（
略
）

四

施
設
の
改
良
、
造
成
、
取
得
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項

三

施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取
得
に
関
す
る
事
項

五

（
略
）

四

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
都
道
府
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
）

（
都
道
府
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

都
道
府
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

２

都
道
府
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
及
び
中
央
卸
売
市

る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
及
び
中
央
卸
売
市

場
整
備
計
画
に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
整
備
計
画
に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

卸
売
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
物
品
の
積
卸
し
、
荷
さ
ば
き
、
保
管
等

三

卸
売
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
物
品
の
積
卸
し
、
荷
さ
ば
き
、
保
管
等

の
合
理
化
並
び
に
物
品
の
品
質
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
事
項

の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

四

（
略
）

四

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
認
可
の
申
請
）

（
認
可
の
申
請
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

前
項
の
業
務
規
程
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

２

前
項
の
業
務
規
程
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

卸
売
の
業
務
に
係
る
売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法
（
委
託
手
数
料
に
関

四

卸
売
の
業
務
に
係
る
売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法

す
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
）
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五

卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理
の
方
法

六

卸
売
の
業
務
を
行
う
者
に
関
す
る
事
項

五

卸
売
の
業
務
を
行
な
う
者
に
関
す
る
事
項

七

卸
売
の
業
務
を
行
う
者
以
外
の
関
係
事
業
者
に
関
す
る
事
項
（
こ
の
章

六

卸
売
の
業
務
を
行
な
う
者
以
外
の
関
係
事
業
者
に
関
す
る
事
項
（
こ
の

に
お
い
て
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に
限
る
。)

章
に
お
い
て
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に
限
る
。)

八

（
略
）

七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
認
可
の
基
準
）

（
認
可
の
基
準
）

第
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
八
条
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
八
条
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
同
条
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

基
準
に
適
合
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
同
条
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

業
務
規
程
の
内
容
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
か
つ
、
業
務
規
程
に
規
定
す

三

業
務
規
程
の
内
容
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
か
つ
、
業
務
規
程
に
規
定
す

る
前
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
中
央
卸
売
市

る
前
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
中
央
卸
売
市

場
に
お
け
る
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
み
て

場
に
お
け
る
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
み
て

適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
業
務
規
程
に
規
定
す
る
事
項
等
の
変
更
）

（
業
務
規
程
に
規
定
す
る
事
項
等
の
変
更
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

開
設
者
は
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の

２

開
設
者
は
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の

変
更
に
係
る
前
項
の
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省

変
更
に
係
る
前
項
の
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
定
し
た
卸
売
業
者
（
第
十
五
条
第
一
項
の
許

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
定
し
た
卸
売
業
者
（
第
十
五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
仲
卸
業
者
（

可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
仲
卸
業
者
（

第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
三

第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
三

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
買
参
加
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
の
意
見
を

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
買
参
加
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
市
場
取
引

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
市
場
取
引

委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
市
場
取
引
委
員
会
）

（
市
場
取
引
委
員
会
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

２

委
員
会
は
、
業
務
規
程
の
変
更
（
第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま

２

委
員
会
は
、
業
務
規
程
の
変
更
（
第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
限
る
。
）
に
関
し
、
及
び
当
該
中
央
卸
売
市
場

で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
限
る
。
）
に
関
し
、
及
び
当
該
中
央
卸
売
市
場

に
お
け
る
公
正
か
つ
効
率
的
な
売
買
取
引
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
開
設
者

に
お
け
る
公
正
か
つ
効
率
的
な
売
買
取
引
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
開
設
者

に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
開
設
者
の
地
位
の
承
継
）

（
開
設
者
の
地
位
の
承
継
）

第
十
三
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
つ

第
十
三
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
つ

て
、
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
（
中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
で

て
、
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
か
ら
当
該
中
央
卸
売

定
め
ら
れ
た
運
営
の
広
域
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

市
場
の
施
設
に
係
る
権
原
を
取
得
し
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
と
な
ろ
う

に
限
る
。
）
の
開
設
者
か
ら
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
施
設
に
係
る
権
原
を
取

と
す
る
も
の
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大

得
し
、
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
農
林
水
産
省

臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
地
位
を
承
継
す
る

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
中

こ
と
が
で
き
る
。

央
卸
売
市
場
の
開
設
者
の
地
位
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

都
道
府
県
で
、
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
区
域
の

一

都
道
府
県
で
、
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
区
域
の

全
部
を
管
轄
す
る
も
の

全
部
を
管
轄
す
る
も
の

二

中
央
卸
売
市
場
の
開
設
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ

二

中
央
卸
売
市
場
の
開
設
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ

る
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連

る
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連

合
で
、
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
る
地
方
公

合
で
、
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
で
あ
る
地
方
公

共
団
体
（
当
該
開
設
者
が
第
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
又

共
団
体
（
当
該
開
設
者
が
第
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
又

は
広
域
連
合
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
を
組
織
す
る
地
方
公
共

は
広
域
連
合
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
を
組
織
す
る
地
方
公
共

団
体
）
が
加
入
し
、
か
つ
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
区
域
の
全
部
又

団
体
）
が
加
入
し
、
か
つ
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
区
域
の
全
部
又

は
一
部
を
管
轄
す
る
地
方
公
共
団
体
の
み
が
組
織
す
る
も
の

は
一
部
を
管
轄
す
る
地
方
公
共
団
体
の
み
が
組
織
す
る
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
地
方
卸
売
市
場
へ
の
転
換
）

第
十
三
条
の
五

中
央
卸
売
市
場
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
た
地
方
卸
売
市
場
へ

の
転
換
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者

又
は
当
該
開
設
者
か
ら
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
施
設
に
係
る
権
原
を
取
得
し

、
地
方
卸
売
市
場
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
中
央
卸
売
市
場

を
地
方
卸
売
市
場
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
五
十
五
条
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
転
換
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に

係
る
第
八
条
の
認
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

４

第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
卸
売
市
場
へ
の
転
換
の
効
果
）

第
十
三
条
の
六

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
転
換
後
の
地
方
卸
売
市
場
に
係

る
業
務
規
程
で
定
め
ら
れ
た
取
扱
品
目
に
係
る
取
扱
品
目
の
部
類
が
同
項
の

規
定
に
よ
る
転
換
前
の
中
央
卸
売
市
場
の
卸
売
業
者
に
つ
い
て
の
第
十
五
条

第
一
項
の
許
可
に
係
る
取
扱
品
目
の
部
類
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
場
合
に

は
、
当
該
卸
売
業
者
は
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
係

る
市
場
及
び
取
扱
品
目
の
部
類
と
同
一
の
市
場
及
び
取
扱
品
目
の
部
類
に
つ

い
て
卸
売
の
業
務
を
行
う
者
と
し
て
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
二
条

削
除
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（
兼
業
業
務
等
の
届
出
）

第
二
十
三
条

卸
売
業
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
及
び
こ

れ
に
附
帯
す
る
業
務
以
外
の
業
務
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
兼

業
業
務
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
兼
業
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
を
添
附
し
、
そ
の

旨
を
開
設
者
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
届
け
出
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

卸
売
業
者
は
、
他
の
法
人
に
対
す
る
支
配
関
係
（
他
の
法
人
に
対
す
る
関

係
で
、
卸
売
業
者
が
そ
の
法
人
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数

又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又

は
出
資
を
所
有
す
る
関
係
そ
の
他
そ
の
法
人
の
事
業
活
動
を
実
質
的
に
支
配

す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
関
係
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
持
つ
に
至
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
開
設
者
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

（
名
称
変
更
等
の
届
出
）

（
名
称
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
四
条

卸
売
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
二
十
四
条

卸
売
業
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
開
設
者
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け

く
、
そ
の
旨
を
開
設
者
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

兼
業
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。

五

他
の
法
人
に
対
す
る
支
配
関
係
の
全
部
が
な
く
な
つ
た
と
き
。

（
売
買
取
引
の
方
法)

（
売
買
取
引
の
方
法)

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
許
可
に
係
る
卸
売
以
外
の
販
売
の
禁
止
）

第
三
十
五
条

卸
売
業
者
は
、
そ
の
者
が
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て

卸
売
の
業
務
を
行
う
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
開
設
区
域
内
に
お
い
て
は
、
当

該
許
可
に
係
る
卸
売
の
業
務
と
し
て
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
許
可
に
係
る

取
扱
品
目
の
部
類
に
属
す
る
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
そ
の
他
の
販
売
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
許

可
に
係
る
卸
売
の
業
務
と
し
て
卸
売
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
自
己
の
計
算
に
よ
る
卸
売
の
禁
止
）

第
三
十
八
条

削
除

第
三
十
八
条

卸
売
業
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
つ
い

て
は
、
自
己
の
計
算
に
お
い
て
卸
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

一
定
の
規
格
若
し
く
は
貯
蔵
性
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
供
給
事
情
が
比

較
的
安
定
し
て
い
る
生
鮮
食
料
品
等
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
又

は
品
目
若
し
く
は
品
質
が
特
殊
で
あ
る
た
め
需
要
が
一
般
的
で
な
い
生
鮮

食
料
品
等
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
当
該
中
央
卸
売
市
場

外
に
お
け
る
そ
の
取
引
の
状
況
等
に
照
ら
し
卸
売
業
者
が
自
己
の
計
算
に

お
い
て
卸
売
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
業
務
規
程
で
定
め

る
も
の
の
卸
売
を
す
る
と
き
。

二

当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
需
要
が
比
較
的
安
定
し
て
い
る
生
鮮
食

料
品
等
で
あ
つ
て
、
当
該
需
要
に
対
す
る
供
給
の
安
定
を
図
る
上
で
卸
売

業
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
卸
売
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と

し
て
業
務
規
程
で
定
め
る
も
の
の
卸
売
を
す
る
と
き
。

三

卸
売
業
者
が
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
と
の
間
に
お
い
て
あ
ら
か
じ

め
締
結
し
た
契
約
に
基
づ
き
生
鮮
食
料
品
等
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
卸
売
業
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
卸
売
を
す
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
業
務
規
程
で
定
め
る
と
き
。
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四

出
荷
者
の
計
算
に
お
い
て
行
う
卸
売
の
方
法
に
よ
つ
て
は
生
鮮
食
料
品

等
の
出
荷
を
受
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
そ
の
他
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
業
務
規
程
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
設
者
が
卸
売
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。

（
市
場
外
に
あ
る
物
品
の
卸
売
の
禁
止
）

（
市
場
外
に
あ
る
物
品
の
卸
売
の
禁
止
）

第
三
十
九
条

卸
売
業
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
つ
い

第
三
十
九
条

卸
売
業
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
が
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
卸
売
の
業
務
を
行
う

て
は
、
そ
の
者
が
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
卸
売
の
業
務
を
行
う

市
場
内
に
あ
る
生
鮮
食
料
品
等
以
外
の
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
を
し
て
は
な

市
場
内
に
あ
る
生
鮮
食
料
品
等
以
外
の
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
を
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

開
設
者
が
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
業
務
規
程
で
定
め

二

開
設
者
が
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
業
務
規
程
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
開
設
区
域
内
に
お
い
て

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
開
設
区
域
内
に
お
い
て

卸
売
業
者
が
申
請
し
た
場
所
に
あ
る
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
を
す
る
こ
と

卸
売
業
者
が
申
請
し
た
場
所
に
あ
る
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
を
す
る
こ
と

又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
取
引
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

に
つ
い
て
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
効
率
的
な
売
買
取
引
の
た
め

技
術
を
利
用
す
る
取
引
方
法
に
よ
り
生
鮮
食
料
品
等
の
卸
売
を
す
る
こ
と

に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
取
引
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た

に
つ
い
て
、
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
効
率
的
な
売
買
取
引
の
た
め

と
き
。

に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
取
引
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た

と
き
。

（
委
託
手
数
料
以
外
の
報
償
の
収
受
の
禁
止
）

第
四
十
一
条

削
除

第
四
十
一
条

卸
売
業
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
た
め
の
販
売

の
委
託
の
引
受
け
に
つ
い
て
、
そ
の
委
託
者
か
ら
業
務
規
程
で
定
め
る
委
託

手
数
料
以
外
の
報
償
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
仲
卸
業
者
の
業
務
の
規
制
）

（
仲
卸
業
者
の
業
務
の
規
制
）
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第
四
十
四
条

仲
卸
業
者
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
仲
卸
し

第
四
十
四
条

仲
卸
業
者
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
仲
卸
し

の
業
務
を
行
う
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

の
業
務
を
行
な
う
中
央
卸
売
市
場
に
係
る
開
設
区
域
内
に
お
い
て
は
、
次
の

掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ

各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
行

い
て
は
、
仲
卸
業
者
が
そ
の
許
可
に
係
る
取
扱
品
目
の
部
類
に
属
す
る
生
鮮

為
に
つ
い
て
は
、
仲
卸
業
者
が
そ
の
許
可
に
係
る
取
扱
品
目
の
部
類
に
属
す

食
料
品
等
を
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
卸
売
業
者
か
ら
買
い
入
れ
る
こ
と
が
困

る
生
鮮
食
料
品
等
を
当
該
中
央
卸
売
市
場
の
卸
売
業
者
か
ら
買
い
入
れ
る
こ

難
な
場
合
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
業
務
規
程
で

と
が
困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
業
務

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
設
者
が
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
取
引
の

規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
設
者
が
当
該
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る

秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

取
引
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
卸
売
業
者
に
よ
る
卸
売
予
定
数
量
等
の
公
表
）

（
卸
売
業
者
に
よ
る
卸
売
予
定
数
量
等
の
公
表
）

第
四
十
七
条

卸
売
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て
、
業

第
四
十
六
条
の
二

卸
売
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て

務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
日
の
卸
売
が
開
始
さ
れ
る
時
ま
で
に

、
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
日
の
卸
売
が
開
始
さ
れ
る
時
ま

、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
そ
の
日
の
主
要
な
品
目
の
卸
売
予

で
に
、
そ
の
日
の
主
要
な
品
目
の
卸
売
予
定
数
量
を
卸
売
場
の
見
や
す
い
場

定
数
量
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
卸
売
場
の
見
や
す
い
場
所

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て
、
業
務
規
程
で
定
め
る

２

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て
、
業
務
規
程
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
日
の
卸
売
が
終
了
し
た
後
速
や
か
に
、
農
林
水
産
省
令

と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
日
の
卸
売
が
終
了
し
た
後
速
や
か
に
、
売
買
取
引
の
方

で
定
め
る
区
分
ご
と
に
毎
日
の
卸
売
の
数
量
、
価
格
そ
の
他
農
林
水
産
省
令

法
ご
と
に
毎
日
の
卸
売
の
数
量
、
価
格
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
況
等
に
関
す
る
報
告
）

第
四
十
七
条

開
設
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四

十
六
条
第
一
項
の
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い
て
の
毎
月
の
市
況
並
び
に
卸
売
業

者
の
卸
売
の
数
量
及
び
金
額
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
又
は
命
令
）

（
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
又
は
命
令
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

農
林
水
産
大
臣
又
は
開
設
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務

３

農
林
水
産
大
臣
又
は
開
設
者
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務

の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
卸
売
業
者
に
対
し
、
当
該
卸
売
業
者
の
業
務
又
は
会
計
に
関
し
必
要
な
改

、
卸
売
業
者
に
対
し
、
当
該
卸
売
業
者
の
業
務
若
し
く
は
会
計
に
関
し
必
要

善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
じ
、
又
は
当
該
卸
売
業
者
が
支
配
関
係
を

持
つ
て
い
る
法
人
の
業
務
若
し
く
は
会
計
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る

べ
き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

開
設
者
は
、
仲
卸
業
者
の
財
産
の
状
況
が
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
仲
卸

し
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
財
産
の
状
況
に
つ
き

是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
と
し
て
業
務
規
程
で
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
と
き
は
、
当
該
仲
卸
業
者
に
対
し
、
当
該
仲
卸
業
者
の
財
産
に
関
し

必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

６

（
略
）

５

（
略
）

（
中
央
卸
売
市
場
開
設
区
域
内
の
地
方
卸
売
市
場
）

（
中
央
卸
売
市
場
開
設
区
域
内
の
地
方
卸
売
市
場
）

第
六
十
七
条

（
略
）

第
六
十
七
条

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
中
央
卸
売
市
場
開
設
区
域
内
の
地
方
卸
売
市
場
に
つ

２

都
道
府
県
知
事
は
、
中
央
卸
売
市
場
開
設
区
域
内
の
地
方
卸
売
市
場
に
つ

い
て
、
第
五
十
五
条
の
許
可
を
し
た
と
き
、
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し

い
て
、
第
五
十
五
条
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
、

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
開
設
者
に
対
す
る
処
分
に
限
る
。
）
を

又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な
い
。

い
。

（
合
併
等
の
場
合
の
課
税
の
特
例
）

（
合
併
等
の
場
合
の
課
税
の
特
例
）

第
七
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
卸

第
七
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
卸

売
市
場
を
開
設
す
る
者
で
地
方
公
共
団
体
以
外
の
も
の
又
は
中
央
卸
売
市
場

売
市
場
を
開
設
す
る
者
で
地
方
公
共
団
体
以
外
の
も
の
又
は
中
央
卸
売
市
場
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若
し
く
は
地
方
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
の
業
務
若
し
く
は
仲
卸
し
の
業
務

若
し
く
は
地
方
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
の
業
務
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条

を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
開
設
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
対

に
お
い
て
「
開
設
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
が
他
の
法
人

し
、
そ
の
者
が
他
の
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
と
合
併
し
、
他
の
法
人
で
あ
る

で
あ
る
開
設
者
等
と
合
併
し
、
他
の
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
と
共
同
し
て
す

開
設
者
等
と
共
同
し
て
す
る
新
設
分
割
（
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
の
業
務
又

る
新
設
分
割
（
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
の
業
務
又
は
中
央
卸
売
市
場
若
し
く

は
中
央
卸
売
市
場
若
し
く
は
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
若
し
く

は
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
開
設

は
仲
卸
し
の
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
開
設
の
業
務
等
」
と
総
称
す

の
業
務
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
、
若

る
。
）
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
、
若
し
く
は
開
設
の
業
務
等

し
く
は
開
設
の
業
務
等
を
他
の
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
に
承
継
さ
せ
る
吸
収

を
他
の
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
に
承
継
さ
せ
る
吸
収
分
割
を
し
、
又
は
他
の

分
割
を
し
、
又
は
他
の
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
に
対
し
出
資
し
、
若
し
く
は

法
人
で
あ
る
開
設
者
等
に
対
し
出
資
し
、
若
し
く
は
他
の
開
設
者
等
と
と
も

他
の
開
設
者
等
と
と
も
に
出
資
し
て
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
を
設
立
す
る
こ

に
出
資
し
て
法
人
で
あ
る
開
設
者
等
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
開
設

と
に
よ
り
、
当
該
開
設
者
等
の
事
業
の
生
産
性
が
著
し
く
向
上
し
、
か
つ
、

者
等
の
事
業
の
生
産
性
が
著
し
く
向
上
し
、
か
つ
、
当
該
開
設
者
等
が
開
設

当
該
開
設
者
等
が
開
設
す
る
地
方
卸
売
市
場
が
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に

す
る
地
方
卸
売
市
場
が
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第

お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
基
本
的
指
標
に
適
合
し
又
は

四
条
第
二
項
第
一
号
の
目
標
及
び
同
項
第
二
号
の
基
本
的
指
標
に
適
合
し
又

当
該
開
設
者
等
が
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第

は
当
該
開
設
者
等
が
卸
売
市
場
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項

四
号
の
目
標
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と

第
四
号
の
目
標
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
認
定
を
す
る
こ

が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

第
七
十
八
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
三
条
の
五
第
一
項
又
は
第
五
十

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
五
条
の
許
可
を
受
け
た
者

五
条
の
許
可
を
受
け
た
者

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
第
十
三
条
の
五
第
一
項

六

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
第
五
十
五
条
又
は
第
五

、
第
五
十
五
条
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
の
制
限
又
は
条
件
に
違

十
八
条
第
一
項
の
許
可
の
制
限
又
は
条
件
に
違
反
し
た
者

反
し
た
者
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第
七
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の

第
七
十
九
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

罰
金
に
処
す
る
。

処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

二

第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚

者

偽
の
届
出
を
し
た
者

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）


